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＜重要事項説明書＞ 

 

１ 施設運営者 

 

名 称 社会福祉法人 自然会 

所 在 地 さいたま市緑区大字三室１９６４番地４ 

電 話 番 号 ０４８－８２９－７７９３ 

代 表 者 氏 名 理事長 山下 久司 

 

 

２ 施設の目的及び運営の方針 

 

施 設 の 目 的 

 

本園は、保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入

れ、保育事業を行うことを目的とする。 

 

運 営 方 針 

 

保育の提供に当たっては、入所する乳児及び幼児の最

善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに

最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとす

る。 

 

 

 

３ 提供する保育の内容 

 

名 称 保育園ナチュラル 

所 在 地 さいたま市緑区大字三室１９６４番地４ 

電 話 番 号 ０４８－８２９－７７９３ 

認 可 年 月 日 平成２７年 ３月３１日 

施 設 長 氏 名 山田 由里 

職 員 数 ２４人 

取扱う保育事業の種類 月極保育、延長保育、一時保育等 
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４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

職 種 員 数 職 務 の 内 容 

 

施設長 

 

１人 

職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令

等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園

児を全体的に把握し、園務をつかさどる。 

 

主任保育士 

 

１人 

地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、 

園長を補佐し、保育内容について他の保育士を統括 

する。 

保育士 ２１人 
保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連

絡等の業務を行う。 

事務員 １人 
園長・主任保育士・保育士と連携を図り、園全体の事務

業務を行う。 

 

 

５ 保育の提供を行う日及び時間・提供を行わない日 

 

開園日  月曜日～土曜日 

休園日  日曜日、祝祭日、年末年始(１２月２９日～１月３日)、その他緊急事態(伝染

病・非常災害時)となった場合 

 

保育時間 《勤務時間、日数等により保育時間が異なります》 

 基本保育時間 時間外（延長）保育利用時間 

保育標準時間 午前７時３０分～午後６時３０分 午後６時３０分超～午後７時３０分 

保育短時間 午前８時３０分～午後４時３０分 
午前７時３０分超～午前８時３０分 

午後４時３０分超～午後７時３０分 

土曜日 

標準時間 

午前７時３０分～午後６時３０分 
無し 

短時間 

午前８時３０分～午後４時３０分 

午前７時３０分超～午前８時３０分 

午後４時３０分超～午後６時３０分 
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６ 利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び金額 

 

種 類 理 由 ・ 金 額 

保 育 料 保育料はお住まいの各自治体が決定します。 

延 長 保 育 料 
１ケ月 ３０分：２０００円、1時間：４０００円 

１日 ３０分： ２５０円、1時間： ５００円 

そ の 他 入園のしおり(２ページ)をご覧下さい。 

 

 

 

７ 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

 

年 齢 ０ 歳 児 １ 歳 児 ２ 歳 児 ３ 歳 児 ４ 歳 児 ５ 歳 児 合 計 

定 員 ８人 ２０人 ２０人 ２０人 ２１人 ２１人 １１０人 

 

 

 

８ 施設の利用の開始及び終了に関する事項・利用に当たっての留意事項 

 

入園のしおり（２ページ）をご覧下さい。 

 

 

 

９ 緊急時等における対応方法 

 

（１）保育実施中に、容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊

急連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じ

ます。 

 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育

所が責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承下さい。 
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１０ 非常災害対策 

 

消 防 計 画 作 成 

（ 変 更 ） 届 出 書 

平成２７年３月２７日届出 緑消防署 第２２５７号 

防火管理者 山下 久司 

避 難 訓 練 
火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施しま

す。 

防 災 設 備 
自動火災報知機・ガス漏れ報知機・非常警報装置・誘導

灯・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理 

避 難 場 所 

第１避難場所・・・三室小学校 

第２避難場所・・・三室中学校 

広域避難場所・・・大和田公園 

 

 

 

 

１１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

（１）設置者及び職員は当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行いませ 

ん。 

 

（２）児童虐待の防止等に関する法律第５条、第６条に基づき児童虐待の早期発見に 

努め、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに関係機関

に通告します。 

 

（３）児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために、定期的に研

修等に職員派遣、受講させます。 

 

 

１２ その他保育施設の運営に関する重要事項 

 

入園のしおり（１ページ～１９ページ）をご覧下さい。 

 


